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可
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第
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第
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第
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第
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第
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号

第
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第
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第
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第
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第
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第
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第
２
号

一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
22
議
案
を
可
決

市
　
　
長
　
　
提
　
　
案

1941．7．31

審
議
し
た
議
案
の
主
な
も
の
は
次
の

と
お
り
で
す
。

市長の提案理由説明

条
　
例
　
等

　

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲

与
税
に
関
す
る
法
律
第
27
条
に
規

定
す
る
森
林
環
境
譲
与
税
が
譲
与

さ
れ
る
に
あ
た
り
、複
数
年
積
み

立
て
、効
果
的
な
施
策
の
執
行
に

充
て
る
た
め
の
基
金
を
設
け
る
た

め
、条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　

白
石
市
子
育
て
支
援
・
多
世
代

交
流
複
合
施
設（
こ
じ
ゅ
う
ろ
う

キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
）に
つ
い
て
、地
方

自
治
法
第
244
条
の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、指
定
管
理
者
制
度
を

導
入
し
、民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ

ハ
ウ
や
経
営
手
法
を
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
対

応
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る

た
め
、既
存
の
条
例
の
全
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

６
月

定
会例

６

　
令
和
元
年
６
月
定
例
会
は
、６
月
６
日
か
ら
６
月
19
日
ま
で
の
14
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
長
提
出
議
案
は
、人
事
２
件
、専
決
７
件
、条
例
８
件
、予
算
３
件
の
計
20
件
で
し
た
。

　
定
例
会
初
日
、 
第
30
号
議
案
か
ら
第
38
号
議
案
が
提
案
さ
れ
、 

採
決
の
結
果
、全
会一致
で
同
意・承
認

し
ま
し
た
。

　
２
日
目
、第
39
号
議
案
か
ら
第
49
号
議
案
ま
で
の
質
疑
が
行
わ
れ
、予
算
の
３
議
案
は
、予
算
審
査
特
別

委
員
会
に
審
査
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
他
の
議
案
は
、２
日
目
に
表
決
ま
で
行
わ
れ
、採
決
の
結
果
、全

会一致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
一般
質
問
は
、６
月
17
日
と
６
月
18
日
の
２
日
間
で
、８
名
の
議
員
が
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　
定
例
会
最
終
日（
６
月
19
日
）の
本
会
議
に
お
い
て
、 

委
員
長
報
告
を
行
な
っ
た
後
、採
決
の
結
果
、第
47

号
議
案
か
ら
第
49
号
議
案
は
、い
ず
れ
も
全
会一致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
最
終
日
に
、市
長
提
出
議
案
２
件（
第
50
号
議
案
及
び
第
51
号
議
案
）が
追
加
提
案
さ
れ
、採
決
の

結
果
、全
会一致
で
同
意・原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
同
日
、議
員
提
案
に
よ
る
議
案
１
件（
議
提
第
２
号
）が
上
程
さ
れ
、提
出
議
員
に
よ
る
提
案
理
由
の
説
明

の
後
、質
疑
を
経
て
、採
決
の
結
果
、賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
に
つ
い
て  

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
１
号
） 

　
　
（
白
石
市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
２
号
）

　
　
（
白
石
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
３
号
） 

　
　
（
平
成
30
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
４
号
） 

　
　
（
平
成
30
年
度
白
石
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
） 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
５
号
）

　
　
（
平
成
30
年
度
白
石
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
６
号
） 

　
　
（
平
成
30
年
度
白
石
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
） 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
７
号
） 

　
　
（
平
成
31
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算
）

白
石
市
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例 

白
石
市
選
挙
公
報
発
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
23
年
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
災
害
被
害
者
に
対
す
る
白
石
市
税

の
減
免
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

平
成
23
年
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
災
害
被
害
者
に
対
す
る
白
石
市
介

護
保
険
料
の
減
免
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

白
石
市
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
子
育
て
支
援
・
多
世
代
交
流
複
合
施
設
条
例 

白
石
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
元
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
） 

令
和
元
年
度
白
石
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

令
和
元
年
度
白
石
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
） 

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

令
和
元
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
） 

　
　
　
　
　
　
議
　
　
員
　
　
提
　
　
案 

国
民
健
康
保
険
制
度
に
関
す
る
意
見
書

◎
白
石
市
森
林
環
境
譲
与
税
基
金

　
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎
白
石
市
子
育
て
支
援 

・ 

多
世
代

　
交
流
複
合
施
設
条
例
　
　
　


